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（仮称）中央部認定こども園の整備について 

 新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）に基づき、幼稚園と保育所の機能や特徴を

あわせ持ち、様々なライフスタイルの家庭が利用できる認定こども園の整備を推進してい

るところである。この一環として、平成３１年４月開園を予定している（仮称）中央部認

定こども園の整備を下記のとおり進める。 

記 

１ 整備予定地（別紙１） 

（１）所在地等 

中野区野方一丁目１０番（東京都所有 旧警視庁職員寮跡地） 

（２）敷地面積 

９５４．７７㎡ 

（３）用途地域・地区 

第１種中高層住居専用地域、建ぺい率６０％、容積率２００％ 第２種高度地区、

準防火地域 

２ 整備手法 

  「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」（別紙２）を活用し、区が設置・運

営事業者を公募し選定した事業者へ、区が借用する当該用地を転貸するとともに、事業

者が認定こども園を整備する。 

３ 整備類型及び利用定員等 

  認定こども園の類型及び利用定員等については、公募までの間に検討を進め決定する。 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  平成２９年６月 東京都へ借受申請書等を提出 

１０月   事業者公募等 

    平成３０年１月   事業者選定 

４月   土地貸付契約（都・区、区・事業者） 

６月～  整備工事 

  平成３１年４月  （仮称）中央部認定こども園開設 





都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業の概要 

東京都が所有する未利用の土地を低廉な価格で運営事業者に貸し付けることにより、地

域に密着した生活の場の整備を促進する。 

１ 目的 

【高齢分野】 

・認知症高齢者グループホーム   ・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設        ・軽費老人ホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・複合型サービス事業所（看護小規模多機能型居宅介護事業所） 

※高齢分野の施設には、一定の要件の下、介護保険法・老人福祉法に規定する施設・事業所等を併

設可。また、介護老人保健施設には、一定の要件の下、医療法に規定する病院・診療所を併設可。 

【障害分野】 

・共同生活援助事業所        ・日中活動系サービス事業所 

・児童発達支援を行う事業所     ・医療型児童発達支援を行う事業所 

・児童発達支援センター 

※障害分野の施設には、一定の要件の下、相談支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障

害児相談支援を併設可 

【児童分野】 

・認可保育所       ・認証保育所      ・小規模保育事業 

・幼保連携型認定こども園 ・保育所型認定こども園 ・地方裁量型認定こども園 

２ 対象施設 

・定期借地権設定契約 貸付期間５０年間 

※以下の施設種別を整備する場合は、事業用定期借地権等設定契約（貸付期間１０年以上５０年

未満）も可能 

【高齢分野】・介護老人保健施設     ・小規模多機能型居宅介護事業所 

・複合型サービス事業所（看護小規模多機能型居宅介護事業所） 

【障害分野】・日中活動系サービス事業所 ・児童発達支援を行う事業所 

  ・児童発達支援センター 

【児童分野】・認可保育所       ・認証保育所       ・小規模保育事業 

・幼保連携型認定こども園 ・保育所型認定こども園 ・地方裁量型認定こども園 

・貸付料 ５０％減額 

※土地価格が都内公示地価平均（３４万円/平方メートル）を上回る部分については、９０％減額

（平成２９年度末までに公募をした案件に限る） 

・保証金 貸付料の３０か月分（事業用定期借地権等設定契約の場合、１２か月分） 

※区市町村が事業者の未払い賃料等を補償する場合には保証金は不要 

３ 貸付条件 

【都公募型】                     【区市町村公募型】 

・都が、区市町村と協議の上、借受者を公募        ・区市町村が借受者を公募 

・応募受付後、区市町村に応募者についての意見聴取を依頼 ・応募受付後、区市町村が審査会を設置し 

・都が、審査会を設置して借受者としての適格性等を審査   借受者としての適格性等を審査 

・公募に関する事務を区市町村に委任することができる   ・選定した借受者について都に協議し、 

承諾を得る。 

４ 公募 

別紙２ 


